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                                  No.111  2006 年 1 月 26 日          
                                               

                     円の国際化と百円札の再発行                                                  

                                                                                                         

                                                    経済調査部長 絹川 直良                     

 円の国際化のために、百円札の発行を再開してはどうかというアイディアがある。 

 東アジアの発展途上国では米ドル紙幣を利用することが多い。戦後米国のプレゼンス

が政治、外交、軍事、経済と色々な面で飛躍的に上昇したことがその理由だろうが、技

術的な理由として、1 ドル、5 ドルといった細かな単位の紙幣が米ドルの場合には入手

可能であることがあげられる。 

 例えば、空港からホテルまでの交通費、空港の流しのタクシーでも、あるいは予約し

ていたリムジンでも、現金で支払いを行う場合、米ドルで支払いが終了してしまうこと

が多い。多少現地通貨への換算で過不足が生じるものの多少米ドル金額が不足している

程度では問題にならない。 

 あるいは、空港到着後に滞在ビザを取得したり(インドネシア)、空港税を支払ったり

(ベトナム)等々米ドル紙幣の活躍する場面は多いが、1 米ドル紙幣があることを前提に

している部分が相当あると思う。過不足があると 1 ドル札でさっと対応してくれるとこ

ろが多い。その他、万一チップを支払う必要がある場合でも、現地通貨の持ち合わせが

ない場合、1 ドルというのはチップを支払う単位としてもちょうど手頃な単位である。 

 調べてみると日本の百円札は、1974 年に支払いが停止(注 1)された。茶色で板垣退助

の肖像画が書かれている。 5 百円札は岩倉具視の肖像画だがこれも 1994 年に支払いが

停止された。 

 ここで百円札だけでも海外を中心にその発行を復活できないだろうか。日本国内では

流通を禁止する必要はないが、基本的に海外向けの発行だけでよいと思う。 

 どの程度までの流通が可能だろうか。米国の場合は、1996 年時点で米ドル札の発行

残高の 55－70%が海外で保有されているという。直近の発行残高約 8000 億ドルで考え

ると少なくともその半分の約 4000 億ドルが保有されていることになる。米ドルの場合

短期金利も 4%超と高いことから、米国は、無利子でこれだけの金額を調達できること

になる。シニョレージとこれを呼ぶが無視できない収入である。ニセ札が横行するリス

クもあるものの、円金利がいずれゼロ金利状態からノーマルな状況に戻っていく際には、

収入源としても考えられよう。 

 この議論は 90 年代半ばにも一部の識者の間でなされたと聞いている。韓国ウオンな

どと実施時期を合わせて、日本円のデノミ(100 円→1 円、韓国ウオンは 1000 ウオン→1
ウオン)を行う際に検討するのも一案かもしれない。   
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(注 1) 引き続き有効だが新しく発行されていない、という意味 
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